
2026年 4月吉日 
 

一般社団法人 全国基礎工事業団体連合会 
 

国土交通省 登録 28号「登録基幹技能者」 

登録基礎工基幹技能者講習会開催案内 
 
 拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 (一社)全国基礎工事業団体連合会（略称：全基連）は平成 23(2011)年 12月 16日付にて国

土交通省より登録基幹技能者事務取扱「登録 28号」として実施団体に認定されました。 

 この認定に基づく講習会を開催いたしますので、受講下さいますようご案内申し上げます。 

 なお、修了試験に合格された方には、5年間有効の登録基礎工基幹技能者証が交付されます。 
 
■ 主催 一般社団法人 全国基礎工事業団体連合会  
■ 講習会開催要領 

 １．受講資格  下記に示す 3つの条件を全て満たしているか、又は建設マスター顕彰者 

（１）建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第２条第１項別表上欄「とび・土工・コンクリ
ート工事」という建設工事の種類で「とび・土工工事業」という建設業の種類の中
の「くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事」に 10 年以上の実務経験を有し、
かつそのうち 3 年以上の職長経験者であること。そして、実務経験年数および職長
経験年数について事業主の証明があること。 

 
（２）2006 年 4 月以降の「職長・安全衛生責任者教育」を修了後 3 年以上の者、若しくは

職長教育修了後 3 年以上かつリスクアセスメント教育を修了している者 
 
（３）建設業法に基づく１級または２級施工管理技士（土木・建築）、若しくは１級又は２

級建設機械施工管理技士、若しくは一般社団法人日本基礎建設協会が認定する基礎
施工士のいずれかの資格を有すること。  

 ２．開催日及び場所 

２０２６年６月６日(土)  

～６月７日(日) 

「エスポールみやぎ」 

 仙台市宮城野区幸町４-５-１ 

定員 

50名 
 
 ３．申込み先  〒132-0035 東京都江戸川区平井 5-10-12 

(一社)全国基礎工事業団体連合会 （Tel 03-361２-６６11） 
 
 ４．受講料  ￥3１,４６0（消費税込）  
 ５．受験料   ￥5,２８0（  〃  ） ・試験は筆記試験のみ。 

                  ・合格者には全基連より修了証を交付します。  
 ６．その他   受講希望者が定員に達した場合は回答期日前でも締め切ります。 
 
(一社)全国基礎工事業団体連合会 事務局 行   回答期日：2026 年 4 月 22日(水) 
ＦＡＸ ０３－３６１２－６２０２ 
 

■受講申込者人数       名   
住 所 〒 TEL 

 FAX 

貴社名 部署名 担当者名 

書類送付先メールアドレス 

※記入がない場合のみ郵送 

 

※厚生労働省「人材開発支援助成金」(建設事業主等に対する助成金)の申請見本が必要な場合は☑ ➡ □ 

※申請書式は厚生労働省ＨＰよりダウンロードしてください。（「建技様式 令和 8年度」で検索） 

 → https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000201717_00016.html  画面の 

「建技様式第３号」及び「建技様式第３号 別紙１」 
 

下欄に記入の上、ファックスして下さい。 

回答期日後に、詳細書類を送付いたします。 


